
入札仕様書 

 

１．工事名称   令和７年度 給食センター下処理室・計量室 空調増設工事 

 

２．工事場所   生駒郡三郷町大字勢野５０２０―１ 

             三郷町立学校給食センター 

 

３．契約期間   契約締結日から令和７年 ８月２５日（月）まで 

  工事期間   令和７年 ７月１７日（木）から令和７年 ８月２５日（月）まで 

        （※工事期間内に検査員検査を行うこと） 

 

４．工事概要   下処理室に天カセ型エアコン２台、計量室に壁掛け型エアコン１台設置する工事 

             本工事に伴う建築・電気工事一式 

５．その他 

    （１） 契約締結後速やかに実施工程表、および総合施工計画書、着工届、技術者の届を提出 

し、承認を得ること。   

    （２） 工事時間は午前８時半から午後５時までとする。 

（３） 本仕様書に定めのない内容等については、別途協議の上、決定するものとする。 

    （４） 「公共建築工事標準仕様書（建築、電気）」（最新版）等の建築関連法令や施工要領を 

遵守すること。 

（５） 工事の実施にあたっては、埋設配管・配線等の既存設備を十分調査して行うものとし、 

万一、既存設備等を損傷させた場合は、速やかに報告するとともに、復旧を行うものとす 

る。また、工事を行わない部分への養生を十分に行うこと。 

 （６） 建設副産物の処分 

  ・本工事の施工により発生する建設副産物の受入場所（施設）について、積算上の条件 

   明示は下記のとおりとする。 

      ただし、受注者の責のよるものでないやむを得ない理由による場合は、監督職員と協 

      議するものとし、受入場所（施設）及び設計の変更対象とする。受注者の責によるもの  

      でないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤とする。 

      ① 受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可 

         能となった場合。 

      ② 受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしく 

         は迂回経路の運搬距離が著しく延びる場合。 

      ③ 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合。   

      ④ 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合。 

      ⑤ 受入施設が廃棄物処分法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合。 

※産業廃棄物管理票の原本及び計量伝票の原本を検査時に提示し、写しを提出すること。 

    ・ 建設副産物（建設系産業廃棄物）の事業場外保管について 

    工事により発生した建設副産物（アスファルト殻、コンクリート殻等）は、積込後直接処  



    分場に運搬し、処分することを原則とするが、やむを得ず事業場（工事区域）の外に仮 

    置き（保管）する場合は、事前に監督員に協議書を提出し承諾を得ること。 

   

６．支払い条件  竣工検査完了後一括払いとする。 


